令和８年４月現在

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）利用料減額のご案内・
添付書類の補足について

乳児等通園支援事業の利用にあたり、下記に該当する方は須崎市が認めた場合、利用料が減額となる場合があります。必要に応じて書類の提出をお願いします。
また、乳児等支援給付認定申請書の添付書類について補足しますので対象の方はご確認ください。

（１）利用料負担軽減対象者（①②③④）
· ①生活保護受給中 （乳児等通園支援事業利用日に生活保護受給中である）

· ②市町村民税所得割合算額が７７，１０１円未満の世帯である場合、または、③市長村民税非課税世帯（生活保護受給中を除く）

②③に該当する場合は以下を確認の上、世帯全員の「市町村民税課税証明書」(写し)や「市町村民税納税通知書」（写し）など必要な書類を添付してください。

A…本年（令和８年）１月１日時点の住所　　B…前年（令和７年）１月１日時点の住所
	住所
誰でも通園制度利用月
	A須崎市
B須崎市
	A須崎市
B市外
	A市外
B須崎市
	A市外
B市外

	令和８年４月～令和８年８月
（令和７年度課税状況を基準）
	不要
	令和７年度分
	不要
	令和７年度分

	令和８年９月～令和９年３月
（令和８年度課税状況を基準）
	不要
	不要
	令和８年度分
	令和８年度分


※「市町村民税課税証明書」等の請求先は１月１日時点で住所がある市町村となります。

· ④要支援家庭
※子ども・子育て支援課や健康推進課からサポートプランの交付を受けている
※①②③の場合を除く

（２）添付書類についての補足
障害児加算について
※障害手帳の交付の有無は問いません
提出書類の例）	医師診断書（写し）
専門家の意見書（写し） 
障害児通所給付費等の受給者証（写し）
障害サービス利用計画書（写し）　等
	
＜お問い合わせ先＞
須崎市役所 子ども・子育て支援課 幼保支援係
0889-42-1229（直通）
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